
有限会社ユークリッドシステム 派遣法に基づく情報提供 

               （対象期間 ：令和 3年 8月 1日～令和 4年 7月 31日） 

 

 

１．派遣労働者人数   1 名（1日平均） 

 

 

 

２．派遣先数            1   (事業年度あたりの事業所数) 

 

３．マージン率     72.40％ （役員報酬分除く） 

※派遣労働者はすべて労働者性のある役員（雇用保険被保険者） 

 

 

４．教育訓練に関する事項 

   

雇い入れ時 ビジネスマナー・PC についての基礎知識 

    派遣中労働者 トラブルシューティング・PC 能力研修  

生産工程マネジメント研修       を計画 

       

５．労働者派遣に関する料金額の平均額    34,734 円 

 

６．派遣労働者の賃金額の平均額        9,586 円 

 

 

 

７．その他参考となると認められる事項 

        駐車場・休憩室 利用可 

        社会保険・厚生年金:全社員加入 

雇用保険・労働者災害保険:全社員加入 

雇用安定措置を実施した人数実績  0 名 

 

８．労使協定の締結状況  締結している 

 

                      以 上                                


